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                         （公印省略） 

学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について（通知） 

 このことについて、スポーツ庁から別添写しのとおり通知がありました。 

 本通知では、運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、学校の体

育の授業におけるマスクの着用は必要ないが、様々な感染リスクへの対策を講

じることが必要とされております。 

 ついては、児童生徒、保護者及び職員に対して本通知の内容を周知いただくと

ともに、今後も、児童生徒等の心身の健康と安全を第一に考え、感染症対策に万

全を期していただきますようお願いします。 
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